
法学科運営会議議事要旨 

日 時 平成２７年１１月１２日（木）１５時００分～１５時２０分 

場 所 法経研究棟 大会議室（４階） 

出席者 ４８名（定足数 ２７名） 

オブザーバー ３名 

議     事 

  （協議事項） 

１．学生の異動について 

教務委員会委員長から、学生の異動について、資料に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

２．平成２７年度授業科目の変更について 

   教務委員会委員長から、平成２７年度授業科目の変更について、資料に基づき説明があり、協議の

結果、承認した。 

３．学部新入生のクラス担任教員の選出（平成２８年度）について 

教務委員会委員長から、学部新入生のクラス担任教員の選出（平成２８年度）について、資料に基

づき説明があり、協議の結果、承認した。 

４．大阪大学大学院国際公共政策研究科及び法学部と慶煕大学校汎太平洋国際問題研究大学院及び国際学

部との学術交流協定及び学生交流覚書並びに超短期学生交流覚書の更新について 

     担当教員から、大阪大学大学院国際公共政策研究科及び法学部と慶煕大学校汎太平洋国際問題研究

大学院及び国際学部との学術交流協定及び学生交流覚書並びに超短期学生交流覚書の更新について、

資料に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

５．大阪大学大学院法学研究科及び法学部並びに大学院高等司法研究科と西オーストラリア大学との学術

交流協定及び学生交流覚書の締結について 

     担当教員から、大阪大学大学院法学研究科及び法学部並びに大学院高等司法研究科と西オーストラ

リア大学との学術交流協定及び学生交流覚書の締結について、資料に基づき説明があり、協議の結果、

承認した。 

  ６．超短期プログラム（慶熙大学校）の実施について 

     担当教員から、超短期プログラム（慶熙大学校）の実施について、資料に基づき説明があり、協議

の結果、承認した。 

７．超短期プログラム（世界展開力強化事業）の実施について 

     担当教員から、超短期プログラム（世界展開力強化事業）の実施について、資料に基づき説明があ

り、協議の結果、承認した。 

８．超短期プログラム（世界展開力強化事業）に係る特別聴講学生の受入れについて 

     担当教員から、超短期プログラム（世界展開力強化事業）に係る特別聴講学生の受入れについて、

資料に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

（報告事項） 

１．法学部運営委員会（１１月５日） 

法学科長から、転部学生の既修得単位の認定について検討した旨、報告があった。 

２． 法学部教務委員会（１１月５日） 

教務委員会委員長から、平成２８年度学年暦及びマルチリンガルエキスパート養成プログラム提案

書について報告があった。 

３． 学事暦の改定案に係る意見照会について 

担当教員から、学事暦の改定案に係る意見照会について、資料に基づき報告があった。 


